
土木工事施工管理基準及び規格値　新旧対照表

平成２９年度 平成３０年度（改定）



単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　定　項　目 規　格　値

２ 1 掘削工
基　準　高　▽

１
共
通
編

測　　定　　基　　準

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は50
ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は50ｍ）
以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。
基準高は掘削部の両端で測定。
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形
管理要領（土工編）（案）」または「RTK-
GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）
（案）」の規定により測点による管理を行
う場合は、設計図書の測点毎。基準高は掘
削部の両端で測定。

２
土
工

標高較差

水平または
標高較差

平場

法面
（小段
含む）

平均値 個々の
計測値

１．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（土工編）（案）」、「空中
写真測量（無人航空機）を用いた出来形管
理要領（土工編）（案）」、「無人航空機
搭載型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（土工編）（案）」、「TS等光波
方式を用いた出来形管理要領（土工編）
（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を用
いた出来形管理要領（土工編）（案）」、
「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工
編）（案）」、または「地上移動体搭載型
レーザースキャナーを用いた出来形管理要
領（土工編）（案）」に基づき出来形管理
を面管理で実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±50mmが含まれている。

３．計測は平場面と法面（小段を含む）の
全面とし、全ての点で設計面との標高較差
または水平較差を算出する。計測密度は１
点／m2（平面投影面積当たり）以上とす
る。

４．法肩、法尻から水平方向に±５cm以内
に存在する計測点は、標高較差の評価から
除く。同様に、標高方向に±５cm以内にあ
る計測点は水平較差の評価から除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの面と
することを基本とする。規格値が変わる場
合は、評価区間を分割するか、あるいは規
格値の条件の最も厳しい値を採用する。

2 掘削工
（面管理の場合）

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

ℓ＜5ｍ -200

ℓ≧5ｍ 法長－4％

－50

－100

法長ℓ

ℓ＜5ｍ

３ 1 盛土工
基　準　高　▽

ℓ≧5ｍ

±160

１
共
通
編

幅　ｗ1，ｗ2

法長－2％

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は50
ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は50ｍ）
以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。
基準高は各法肩で測定。
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形
管理要領（土工編）（案）」または「RTK-
GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）
（案）」の規定により測点による管理を行
う場合は、設計図書の測点毎。基準高は各
法肩で測定。

１
共
通
編

２
土
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

２ 1 掘削工

１
共
通
編

２
土
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

３ 1 盛土工

法長ℓ 法長ℓ

±50

法長ℓ

±50 ±150

±70

ℓ＜5ｍ －100

ℓ≧5ｍ 法長－2％

幅　ｗ1，ｗ2 －100

基　準　高　▽ ±50
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は50
ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は50ｍ）
以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。
基準高は掘削部の両端で測定。
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要領
（土工編）」または「RTK-GNSSを用いた出
来形管理要領（土工編）」の規定により測
点による管理を行う場合は、設計図書の測
点毎。基準高は掘削部の両端で測定。

ℓ＜5ｍ -200

ℓ≧5ｍ 法長－4％

２
土
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

基　準　高　▽ －50
施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は50
ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は50ｍ）
以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。
基準高は各法肩で測定。
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要領
（土工編）」または「RTK-GNSSを用いた出
来形管理要領（土工編）」の規定により測
点による管理を行う場合は、設計図書の測
点毎。基準高は各法肩で測定。

－100

2 掘削工
（面管理の場合）

平均値 個々の
計測値

１．３次元データによる出来形管理におい
て「レーザースキャナーを用いた出来形管
理要領（土工編）」、「空中写真測量（無
人航空機）を用いた出来形管理要領（土工
編）」、「無人航空機搭載型レーザース
キャナーを用いた出来形管理要領（土工
編）」、「TSを用いた出来形管理要領（土
工編）」、「TS（ノンプリズム方式）を用
いた出来形管理要領（土工編）」または
「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工
編）」に基づき出来形管理を面管理で実施
する場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により出来
形管理を実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±50mmが含まれている。

３．計測は平場面と法面（小段を含む）の
全面とし、全ての点で設計面との標高較差
または水平較差を算出する。計測密度は１
点／m2（平面投影面積当たり）以上とす
る。

４．法肩、法尻から水平方向に±５cm以内
に存在する計測点は、標高較差の評価から
除く。同様に、標高方向に±５cm以内にあ
る計測点は水平較差の評価から除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの面と
することを基本とする。規格値が変わる場
合は、評価区間を分割するか、あるいは規
格値の条件の最も厳しい値を採用する。

平場 標高較差 ±50 ±150

法面
（小段
含む）

水平または
標高較差

±70 ±160

ℓ

2ｗ

ｗ1

ℓ

ℓ

ℓ

ℓ

2ｗ

ｗ1

ℓ

ℓ

ℓ

計測密度

平面積 １点／ｍ２

計測密度

平面積 １点／ｍ２



単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

法長ℓ

ℓ＜5ｍ －200

ℓ≧5ｍ

２
土
工

－100

法長－2％

幅　　　ｗ1,ｗ2 －100

４
道
路
土
工

２ 1 掘削工

1 路体盛土工
路床盛土工

１
共
通
編

１
共
通
編

２
土
工

４
道
路
土
工

２ 1 掘削工

ℓ≧5ｍ 法長－4％

－200

１
共
通
編

２
土
工

４
道
路
土
工

３
４

1 路体盛土工
路床盛土工

法長ℓ

ℓ＜5ｍ

幅　　　ｗ1,ｗ2

2 掘削工
（面管理の場合）

±50

１
共
通
編

２
土
工

４
道
路
土
工

３
４

±50 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は50
ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は50ｍ）
以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。
基準高は、道路中心線及び端部で測定。
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要領
（土工編）」または「RTK-GNSSを用いた出
来形管理要領（土工編）」の規定により測
点による管理を行う場合は、設計図書の測
点毎。基準高は、道路中心線及び端部で測
定。

－100

法長－2％

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は50
ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は50ｍ）
以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。
基準高は、道路中心線及び端部で測定。
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形
管理要領（土工編）（案）」または「RTK-
GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）
（案）」の規定により測点による管理を行
う場合は、設計図書の測点毎。基準高は、
道路中心線及び端部で測定。

平均値 個々の
計測値

１．３次元データによる出来形管理におい
て「レーザースキャナーを用いた出来形管
理要領（土工編）」、または「空中写真測
量（無人航空機）を用いた出来形管理要領
（土工編）」、「無人航空機搭載型レー
ザースキャナーを用いた出来形管理要領
（土工編）」、「TSを用いた出来形管理要
領（土工編）」、「TS（ノンプリズム方
式）を用いた出来形管理要領（土工編）」
または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領
（土工編）」に基づき出来形管理を面管理
で実施する場合、その他本基準に規定する
計測精度・計測密度を満たす計測方法によ
り出来形管理を実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±50mmが含まれている。

３．計測は平場面と法面（小段を含む）の
全面とし、全ての点で設計面との標高較差
または水平較差を算出する。計測密度は１
点／m2（平面投影面積当たり）以上とす
る。

４．法肩、法尻から水平方向に±５cm以内
に存在する計測点は、標高較差の評価から
除く。同様に、標高方向に±５cm以内にあ
る計測点は水平較差の評価から除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの面と
することを基本とする。規格値が変わる場
合は、評価区間を分割するか、あるいは規
格値の条件の最も厳しい値を採用する。

2 盛土工
（面管理の場合）

※ただし、ここでの勾配
は、鉛直方向の長さ１に
対する、水平方向の長さ
ＸをＸ割と表したもの

基　準　高　▽

2 掘削工
（面管理の場合）

平均値 個々の
計測値

法長ℓ 法長ℓ

ℓ＜5ｍ

ℓ≧5ｍ

－100

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は50
ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は50ｍ）
以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。
基準高は、道路中心線及び端部で測定。
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要領
（土工編）」または「RTK-GNSSを用いた出
来形管理要領（土工編）」の規定により測
点による管理を行う場合は、設計図書の測
点毎。基準高は、道路中心線及び端部で測
定。

基　準　高　▽

１．３次元データによる出来形管理におい
て「レーザースキャナーを用いた出来形管
理要領（土工編）」、または「空中写真測
量（無人航空機）を用いた出来形管理要領
（土工編）」、「無人航空機搭載型レー
ザースキャナーを用いた出来形管理要領
（土工編）」、「TSを用いた出来形管理要
領（土工編）」、「TS（ノンプリズム方
式）を用いた出来形管理要領（土工編）」
または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領
（土工編）」に基づき出来形管理を面管理
で実施する場合、その他本基準に規定する
計測精度・計測密度を満たす計測方法によ
り出来形管理を実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±50mmが含まれている。

３．計測は天端面と法面（小段を含む）の
全面とし、全ての点で設計面との標高較差
を算出する。計測密度は１点／m2（平面投
影面積当たり）以上とする。
　
４．法肩、法尻から水平方向に±５cm以内
に存在する計測点は、標高較差の評価から
除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの面と
することを基本とする。規格値が変わる場
合は、評価区間を分割するか、あるいは規
格値の条件の最も厳しい値を採用する。

１．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（土工編）（案）」、「空中
写真測量（無人航空機）を用いた出来形管
理要領（土工編）（案）」、「無人航空機
搭載型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（土工編）（案）」、「TS等光波
方式を用いた出来形管理要領（土工編）
（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を用
いた出来形管理要領（土工編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（土工編）（案）」
または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」に基づき出来形管理を
面管理で実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±50mmが含まれている。

３．計測は平場面と法面（小段を含む）の
全面とし、全ての点で設計面との標高較差
または水平較差を算出する。計測密度は１
点／m2（平面投影面積当たり）以上とす
る。

４．法肩、法尻から水平方向に±５cm以内
に存在する計測点は、標高較差の評価から
除く。同様に、標高方向に±５cm以内にあ
る計測点は水平較差の評価から除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの面と
することを基本とする。規格値が変わる場
合は、評価区間を分割するか、あるいは規
格値の条件の最も厳しい値を採用する。

平場 標高較差 ±50 ±150

法面
（小段
含む）

水平または
標高較差

±70 ±160

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は50
ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は50ｍ）
以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。
基準高は、道路中心線及び端部で測定。
ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形
管理要領（土工編）（案）」または「RTK-
GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）
（案）」の規定により測点による管理を行
う場合は、設計図書の測点毎。基準高は、
道路中心線及び端部で測定。

法長－4％

幅　　　　　ｗ －100

１．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（土工編）（案）」、「空中
写真測量（無人航空機）を用いた出来形管
理要領（土工編）（案）」、「無人航空機
搭載型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（土工編）（案）」、「TS等光波
方式を用いた出来形管理要領（土工編）
（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を用
いた出来形管理要領（土工編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（土工編）（案）」
または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」に基づき出来形管理を
面管理で実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±50mmが含まれている。

３．計測は天端面と法面（小段を含む）の
全面とし、全ての点で設計面との標高較差
を算出する。計測密度は１点／m2（平面投
影面積当たり）以上とする。
　
４．法肩、法尻から水平方向に±５cm以内
に存在する計測点は、標高較差の評価から
除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの面と
することを基本とする。規格値が変わる場
合は、評価区間を分割するか、あるいは規
格値の条件の最も厳しい値を採用する。

標高較差 -50 -150

基　準　高　▽ ±50

平均値 個々の
計測値

天端

±50

法面
4割＜勾配

標高較差 -50 -170

法面
4割≧勾配
（小段
含む）

標高較差 -60 -170

2 盛土工
（面管理の場合）

平均値 個々の
計測値

天端 標高較差 -50 -150

法面
4割＜勾配

標高較差 -50 -170

法面
4割≧勾配
（小段
含む）

標高較差 -60 -170

※ただし、ここでの勾配
は、鉛直方向の長さ１に
対する、水平方向の長さ
ＸをＸ割と表したもの

平場 標高較差 ±50 ±150

法面
（小段
含む）

水平または
標高較差

±70 ±160

基　準　高　▽

ℓ＜5ｍ

ℓ≧5ｍ

ｗ

ℓ

ℓ

2ｗ

ｗ1

ℓ
ℓ

ℓ

ｗ

ℓ

ℓ

2ｗ

ｗ1

ℓ
ℓ

ℓ

計測密度

平面積 １点／ｍ２

計測密度

平面積 １点／ｍ２

計測密度

平面積 １点／ｍ２

計測密度

平面積 １点／ｍ２

計測密度

平面積 １点／ｍ２



単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

2 路体盛土工
路床盛土工
（面管理の場合）

平均値 個々の
計測値

１．３次元データによる出来形管理におい
て「レーザースキャナーを用いた出来形管
理要領（土工編）」、「空中写真測量（無
人航空機）を用いた出来形管理要領（土工
編）」、「無人航空機搭載型レーザース
キャナーを用いた出来形管理要領（土工
編）」、「TSを用いた出来形管理要領（土
工編）」、「TS（ノンプリズム方式）を用
いた出来形管理要領（土工編）」または
「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工
編）」に基づき出来形管理を面管理で実施
する場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により出来
形管理を実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±50mmが含まれている。

３．計測は天端面と法面（小段を含む）の
全面とし、全ての点で設計面との標高較差
を算出する。計測密度は１点／m2（平面投
影面積当たり）以上とする。

４．法肩、法尻から水平方向に±５cm以内
に存在する計測点は、標高較差の評価から
除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの面と
することを基本とする。規格値が変わる場
合は、評価区間を分割するか、あるいは規
格値の条件の最も厳しい値を採用する。

１．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（土工編）（案）」、「空中
写真測量（無人航空機）を用いた出来形管
理要領（土工編）（案）」、「無人航空機
搭載型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（土工編）（案）」、「TS等光波
方式を用いた出来形管理要領（土工編）
（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を用
いた出来形管理要領（土工編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（土工編）（案）」
または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領
（土工編）（案）」に基づき出来形管理を
面管理で実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±50mmが含まれている。

３．計測は天端面と法面（小段を含む）の
全面とし、全ての点で設計面との標高較差
を算出する。計測密度は１点／m2（平面投
影面積当たり）以上とする。

４．法肩、法尻から水平方向に±５cm以内
に存在する計測点は、標高較差の評価から
除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの面と
することを基本とする。規格値が変わる場
合は、評価区間を分割するか、あるいは規
格値の条件の最も厳しい値を採用する。

天端 標高較差 ±50 ±150

法面
（小段
含む）

標高較差 ±80 ±190

天端 標高較差 ±50 ±150

法面
（小段
含む）

標高較差

2 路体盛土工
路床盛土工
（面管理の場合）

平均値 個々の
計測値

±80 ±190
計測密度

平面積 １点／ｍ２

計測密度

平面積 １点／ｍ２



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

±40 ±50 － － ±40 ±50 － －

－45 －45 －15 －15 －45 －45 －15 －15

－50 －50 － － －50 －50 － －

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

－25 －30 －8 －10 －25 －30 －8 －10

－50 －50 － － －50 －50 － －

－54 －63 －8 －10 －54 －63 －8 －10

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

測　　定　　箇　　所

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして
測定。ただし、幅は設計図書の測点によら
ず延長80m以下の間隔で測定することがで
きる。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施工
面積が10,000m2以上あるいは使用する基層
および表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の
割合で規格値を満足しなければならないと
ともに、10個の測定値の平均値（Ｘ10）につ
いて満足しなければならない。ただし、厚
さのデータ数が10個未満の場合は測定値の
平均値は適用しない。

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（案）」または「TS
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。この場合、基準高の評価は省略す
る。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事とは、管理図等を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装施
工面積が10,000m2以上あるいは使用する基
層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満

幅

節 条 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

基準高▽
基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割とし、道
路中心線および端部で測定。厚さは各車線
200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして測定。幅
は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割に測定。ただ
し、幅は設計図書の測点によらず延長80m
以下の間隔で測定することができる。

厚　　さ

アスファルト舗装工

（下層路盤工）

厚　　さ

幅

摘　要

厚　　さ

規　格　値

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種

幅

厚　　さ
７ ２ アスファルト舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

幅

基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割とし、道
路中心線および端部で測定。厚さは各車線
200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして測定。幅
は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割に測定。

枝番測定項目

基準高▽

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして
測定。

編 章

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

６
一
般
舗
装
工

７

７

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ １ アスファルト舗装工

（下層路盤工）

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

アスファルト舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（案）」または「TS
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事とは、管理図等を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装施
工面積が10,000m2以上あるいは使用する基
層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施工
面積が10,000m2以上あるいは使用する基層
および表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の
割合で規格値を満足しなければならないと
ともに、10個の測定値の平均値（Ｘ10）に
ついて満足しなければならない。ただし、
厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。

基準高▽

厚さあるい
は標高較差

アスファルト舗装工

（下層路盤工）

（面管理の場合）

アスファルト舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

１

２

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ ３

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ ４

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施工
面積が10,000m2以上あるいは使用する基層
および表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の
割合で規格値を満足しなければならないと
ともに、10個の測定値の平均値（Ｘ10）につ
いて満足しなければならない。ただし、厚
さのデータ数が10個未満の場合は測定値の
平均値は適用しない。

アスファルト舗装工

（下層路盤工）

（面管理の場合）

基準高▽
1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。この場合、基準高の評価は省略す
る。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事とは、管理図等を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装施
工面積が10,000m2以上あるいは使用する基
層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満

厚さあるい
は標高較差

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施工
面積が10,000m2以上あるいは使用する基層
および表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の
割合で規格値を満足しなければならないと
ともに、10個の測定値の平均値（Ｘ10）に
ついて満足しなければならない。ただし、
厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。

アスファルト舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事とは、管理図等を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装施
工面積が10,000m2以上あるいは使用する基
層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

測　　定　　箇　　所節 条 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均
摘　要

規　格　値

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均
枝番測定項目 編 章

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

－25 －30 －8 －10 －25 －30 －8 －10

－50 －50 － － －50 －50 － －

－54 －63 －8 －10 －54 －63 －8 －10

－15 －20 －5 －7 －15 －20 －5 －7

－50 －50 － － －50 －50 － －

－36 －45 －5 －7 －36 －45 －5 －7

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施工
面積が10,000m2以上あるいは使用する基層
および表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の
割合で規格値を満足しなければならないと
ともに、10個の測定値の平均値（Ｘ10）につ
いて満足しなければならない。ただし、厚
さのデータ数が10個未満の場合は測定値の
平均値は適用しない。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事とは、管理図等を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装施
工面積が10,000m2以上あるいは使用する基
層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（案）」または「TS
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

幅

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1,000㎡に１個の割でコアを採取して
測定。ただし、幅は設計図書の測点によら
ず延長80m以下の間隔で測定することがで
きる。幅

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1,000㎡に１個の割でコアを採取もし
くは掘り起こして測定。ただし、幅は設計
図書の測点によらず延長80m以下の間隔で
測定することができる。

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（案）」または「TS
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事とは、管理図等を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装施
工面積が10,000m2以上あるいは使用する基
層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施工
面積が10,000m2以上あるいは使用する基層
および表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の
割合で規格値を満足しなければならないと
ともに、10個の測定値の平均値（Ｘ10）につ
いて満足しなければならない。ただし、厚
さのデータ数が10個未満の場合は測定値の
平均値は適用しない。

３
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幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1,000㎡に１個の割でコアを採取して
測定。
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幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1,000㎡に１個の割でコアを採取もし
くは掘り起こして測定。

厚さあるい
は標高較差
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工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施工
面積が10,000m2以上あるいは使用する基層
および表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の
割合で規格値を満足しなければならないと
ともに、10個の測定値の平均値（Ｘ10）につ
いて満足しなければならない。ただし、厚
さのデータ数が10個未満の場合は測定値の
平均値は適用しない。

アスファルト舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）
安定処理工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事とは、管理図等を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装施
工面積が10,000m2以上あるいは使用する基
層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施工
面積が10,000m2以上あるいは使用する基層
および表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の
割合で規格値を満足しなければならないと
ともに、10個の測定値の平均値（Ｘ10）につ
いて満足しなければならない。ただし、厚
さのデータ数が10個未満の場合は測定値の
平均値は適用しない。

アスファルト舗装工
 
（加熱アスファルト
安定処理工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事とは、管理図等を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装施
工面積が10,000m2以上あるいは使用する基
層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

測　　定　　箇　　所節 条 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均
摘　要

規　格　値

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均
枝番測定項目 編 章

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

－9 －12 －3 －4 －9 －12 －3 －4

－25 －25 － － －25 －25 － －

－20 －25 －3 －4 －20 －25 －3 －4

－7 －9 －2 －3 －7 －9 －2 －3

－25 －25 － － －25 －25 － －

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施工
面積が10,000m2以上あるいは使用する基層
および表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の
割合で規格値を満足しなければならないと
ともに、10個の測定値の平均値（Ｘ10）に
ついて満足しなければならない。ただし、
厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。
コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。
　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施工
面積が10,000m2以上あるいは使用する基層
および表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の
割合で規格値を満足しなければならないと
ともに、10個の測定値の平均値（Ｘ10）に
ついて満足しなければならない。ただし、
厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。
コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。
　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザスキャナーを用
いた出来形管理要領（案）」または「TS
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

アスファルト舗装工

（表層工）

７ ６

平 坦 性

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1,000㎡に１個の割でコアを採取して
測定。
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厚　　さ

幅

幅

－

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

厚　　さ

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1,000㎡に１個の割でコアを採取して
測定。

－

幅

アスファルト舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

工事規模の考え方
　中規模以上の工事とは、管理図等を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装施
工面積が10,000m2以上あるいは使用する基
層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

厚さあるい
は標高較差

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1,000㎡に１個の割でコアを採取して
測定。ただし、幅は設計図書の測点によら
ず延長80m以下の間隔で測定することがで
きる。

アスファルト舗装工

（基層工）

幅

厚　　さ

厚　　さ

平 坦 性

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1,000㎡に１個の割でコアを採取して
測定。ただし、幅は設計図書の測点によら
ず延長80m以下の間隔で測定することがで
きる。

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

アスファルト舗装工

（表層工）
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７ ９工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施工
面積が10,000m2以上あるいは使用する基層
および表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の
割合で規格値を満足しなければならないと
ともに、10個の測定値の平均値（Ｘ10）に
ついて満足しなければならない。ただし、
厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。
コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。
　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

アスファルト舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事とは、管理図等を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装施
工面積が10,000m2以上あるいは使用する基
層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。
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７ ５ アスファルト舗装工

（基層工）

工事規模の考え方
 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、舗装施工
面積が10,000m2以上あるいは使用する基層
および表層用混合物の総使用量が、3,000ｔ
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満
　厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の
割合で規格値を満足しなければならないと
ともに、10個の測定値の平均値（Ｘ10）に
ついて満足しなければならない。ただし、
厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値
の平均値は適用しない。
コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。
　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

測　　定　　箇　　所節 条 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均
摘　要

規　格　値

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均
枝番測定項目 編 章

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

－17 －20 －2 －3 －17 －20 －2 －3

±40 ±50 － － ±40 ±50 － －

－45 －45 －15 －15 －45 －45 －15 －15

－50 －50 － － －50 －50 － －

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

工事規模の考え方
　中規模以上の工事とは、管理図等を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装施
工面積が10,000m2以上あるいは使用する基
層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

－

基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割とし、道
路中心線及び端部で測定。
厚さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こ
して測定。
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割に測定。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

半たわみ性舗装工

（下層路盤工）

基準高▽

厚　　さ

幅

１８ 半たわみ性舗装工

（下層路盤工）

アスファルト舗装工

（表層工）

（面管理の場合）
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基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割とし、道
路中心線及び端部で測定。
厚さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こ
して測定。
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割に測定。
ただし、幅は設計図書の測点によらず延長
80m以下の間隔で測定することができる。

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

半たわみ性舗装工

（下層路盤工）

（面管理の場合）

基準高▽

厚さあるい
は標高較差

厚さあるい
は標高較差

平 坦 性

厚　　さ

幅

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（案）」または「TS
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。この場合、基準高の評価は省略す
る。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

基準高▽

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（案）」または「TS
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。
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８ ２

アスファルト舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事とは、管理図等を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗装施
工面積が10,000m2以上あるいは使用する基
層及び表層用混合物の総使用量が、3,000t
以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合で、次のいずれ
かに該当するものをいう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層及び表層用混合物の総使用
量が500t以上3,000t未満

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

平 坦 性 －

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

半たわみ性舗装工

（下層路盤工）

（面管理の場合）

基準高▽
1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。この場合、基準高の評価は省略す
る。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

厚さあるい
は標高較差



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

測　　定　　箇　　所節 条 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均
摘　要

規　格　値

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均
枝番測定項目 編 章

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

－25 －30 －8 －10 －25 －30 －8 －10

－50 －50 － － －50 －50 － －

－54 －63 -8 -10 －54 －63 -8 -10

－25 －30 －8 －10 －25 －30 －8 －10

－50 －50 － － －50 －50 － －

－54 －63 -8 -10 －54 －63 -8 -10

－15 －20 －5 －7 －15 －20 －5 －7

－50 －50 － － －50 －50 － －

厚　　さ

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡に１個の割でコアを採取もしく
は掘り起こして測定。

幅

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。
コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。
　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

厚　　さ
４２

一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡に１個の割でコアを採取して測
定。

幅

８

８
厚　　さ

２

半たわみ性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

幅

８ ３

半たわみ性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

半たわみ性舗装工
（上層路盤工）

セメント（石灰）安
定処理工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

半たわみ性舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

半たわみ性舗装工
（上層路盤工）

セメント（石灰）安
定処理工

３
土
木
工
事
共
通
編

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡に１個の割でコアを採取もしく
は掘り起こして測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80m以下の間隔で測
定することができる。

幅

幅

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡に１個の割でコアを採取して測
定。ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80m以下の間隔で測定することができ
る。

厚　　さ

幅

半たわみ性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

厚さあるい
は標高較差

半たわみ性舗装工
（上層路盤工）

セメント（石灰）安
定処理工

（面管理の場合）

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（案）」または「TS
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。
コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。
　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

半たわみ性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

（面管理の場合）

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

厚さあるい
は標高較差

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

厚　　さ

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こし
て測定。ただし、幅は設計図書の測点によ
らず延長80m以下の間隔で測定することが
できる。

半たわみ性舗装工
（上層路盤工）

セメント（石灰）安
定処理工

半たわみ性舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（案）」または「TS
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。
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幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こし
て測定。

３
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工
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共
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1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

厚　　さ



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

測　　定　　箇　　所節 条 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均
摘　要

規　格　値

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均
枝番測定項目 編 章

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

－36 －45 -5 -7 －36 －45 -5 -7

－9 －12 －3 －4 －9 －12 －3 －4

－25 －25 ― ― －25 －25 ― ―

－20 －25 -3 -4 －20 －25 -3 -4

－7 －9 －2 －3 －7 －9 －2 －3

－25 －25 － － －25 －25 － －

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（案）」または「TS
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

厚さあるい
は標高較差

厚　　さ

幅

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（案）」または「TS
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

厚さあるい
は標高較差

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡に１個の割でコアを採取して測
定。

平 坦 性

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡毎に１個の割でコアを採取して
測定。

－

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。
コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。
　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。
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工
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工

８ ６

幅

半たわみ性舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

厚　　さ

幅

半たわみ性舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。
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８ ５ 半たわみ性舗装工

（基層工）
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半たわみ性舗装工

（基層工）

幅

平 坦 性

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡に１個の割でコアを採取して測
定。ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80m以下の間隔で測定することができ
る。

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡毎に１個の割でコアを採取して
測定。ただし、幅は設計図書の測点によら
ず延長80m以下の間隔で測定することがで
きる。

－

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

半たわみ性舗装工

（表層工）

半たわみ性舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

（面管理の場合）

半たわみ性舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

厚　　さ

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。
コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。
　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。
コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。
　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。
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半たわみ性舗装工

（表層工）

厚　　さ
工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。
コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。
　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

測　　定　　箇　　所節 条 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均
摘　要

規　格　値

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均
枝番測定項目 編 章

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

－17 －20 －2 －3 －17 －20 －2 －3

±40 ±50 － － ±40 ±50 － －

－45 －45 －15 －15 －45 －45 －15 －15

－50 －50 － － －50 －50 － －

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

－25 －30 －8 －10 －25 －30 －8 －10

－50 －50 － － －50 －50 － －

幅

厚　　さ

幅

基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割とし、道
路中心線及び端部で測定。
厚さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こ
して測定。
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割に測定。

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こし
て測定。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。
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９ １ 排水性舗装工

（下層路盤工）

排水性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

基準高▽
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事
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編

２
一
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施
工

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こし
て測定。ただし、幅は設計図書の測点によ
らず延長80m以下の間隔で測定することが
できる。

基準高▽

厚　　さ

幅

排水性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

排水性舗装工

（下層路盤工）

厚　　さ

排水性舗装工

（下層路盤工）

（面管理の場合）

幅

基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割とし、道
路中心線及び端部で測定。
厚さは各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こ
して測定。
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割に測定。
ただし、幅は設計図書の測点によらず延長
80m以下の間隔で測定することができる。

基準高▽

厚さあるい
は標高較差
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半たわみ性舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

平 坦 性
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3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（案）」または「TS
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（案）」または「TS
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。この場合、基準高の評価は省略す
る。

－

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。
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排水性舗装工

（下層路盤工）

（面管理の場合）

基準高▽
1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。この場合、基準高の評価は省略す
る。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

半たわみ性舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

平 坦 性 －

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

厚さあるい
は標高較差

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

測　　定　　箇　　所節 条 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均
摘　要

規　格　値

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均
枝番測定項目 編 章

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

－54 －63 -8 -10 －54 －63 -8 -10

－25 －30 －8 －10 －25 －30 －8 －10

－50 －50 － － －50 －50 － －

－54 －63 -8 -10 －54 －63 -8 -10

－15 －20 －5 －7 －15 －20 －5 －7

－50 －50 － － －50 －50 － －

厚　　さ

幅

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡に１個の割でコアを採取もしく
は掘り起こして測定。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

排水性舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）安
定処理工

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

９ ４ 排水性舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

厚　　さ

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡に１個の割でコアを採取もしく
は掘り起こして測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80m以下の間隔で測
定することができる。幅

排水性舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）安
定処理工

厚　　さ

排水性舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

厚さあるい
は標高較差

排水性舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）安
定処理工

（面管理の場合）

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（案）」または「TS
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

排水性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

３
土
木
工
事
共
通
編

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡に１個の割でコアを採取して測
定。ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80m以下の間隔で測定することができ
る。幅

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（案）」または「TS
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。
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９ ３

排水性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡に１個の割でコアを採取して測
定。

幅

排水性舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）安
定処理工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

測　　定　　箇　　所節 条 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均
摘　要

規　格　値

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均
枝番測定項目 編 章

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

－36 －45 -5 -7 －36 －45 -5 -7

－9 －12 －3 －4 －9 －12 －3 －4

－25 －25 － － －25 －25 － －

－20 －25 -3 -4 －20 －25 -3 -4

－7 －9 －2 －3 －7 －9 －2 －3

－25 －25 － － －25 －25 － －

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡に１個の割でコアを採取して測
定。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

厚　　さ

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

幅

厚　　さ
３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

９ ６ 排水性舗装工

（表層工）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

９ ５ 排水性舗装工

（基層工）

排水性舗装工

（基層工）

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

排水性舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡に１個の割でコアを採取して測
定。ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80m以下の間隔で測定することができ
る。幅

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（案）」または「TS
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

排水性舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

（面管理の場合）

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。
　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡毎に１個の割でコアを採取して
測定。ただし、幅は設計図書の測点によら
ず延長80m以下の間隔で測定することがで
きる。幅

平 坦 性 －

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

排水性舗装工

（表層工）

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（案）」または「TS
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。
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９ ９
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工

９ １０
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編

２
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工

９ １１

３
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工
事
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編

２
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般
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工

６
一
般
舗
装
工

９ ８

３
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木
工
事
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通
編

２
一
般
施
工

排水性舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上
での管理が可能な工事をいい、基層および
表層用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等に損
傷を与える恐れのある場合は、他の方法に
よることが出来る。
　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡毎に１個の割でコアを採取して
測定。

幅

平 坦 性 －

排水性舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

測　　定　　箇　　所節 条 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均
摘　要

規　格　値

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均
枝番測定項目 編 章

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

－17 －20 -2 -3 －17 －20 -2 -3

平 坦 性 －

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

排水性舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」、
「地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（案）」または「TS
（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）」に基づき出来
形管理を実施する場合、その他本基準に規
定する計測精度・計測密度を満たす計測方
法により出来形管理を実施する場合に適用
する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。
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通
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一
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９ １２排水性舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理におい
て「地上型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（舗装工事編）」に基づき出
来形管理を実施する場合、その他本基準に
規定する計測精度・計測密度を満たす計測
方法により出来形管理を実施する場合に適
用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と
して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て
の点で標高値を算出する。計測密度は１点
/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標
高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差
平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と
する。

工事規模の考え方
　中規模以上の工事は、管理図等を描いた
上での管理が可能な工事をいい、基層及び
表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場
合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事より
規模は小さいものの、管理結果を施工管理
に反映できる規模の工事をいい、同一工種
の施工が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省
略することが出来る。

平 坦 性 －

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下



単位：mm 単位：mm

中規模

以上

小規模

以下

中規模

以上

小規模

以下

ｔ＜

15cm
－30

ｔ＜

15cm
－30

ｔ≧

15cm
－45

ｔ≧

15cm
－45

ｔ＜

15cm

+90

-70

ｔ＜

15cm

+90

-70

ｔ≧

15cm
±90

ｔ≧

15cm
±90

ｔ＜

15cm

+90

-70

ｔ＜

15cm

+90

-70

ｔ≧

15cm
±90

ｔ≧

15cm
±90

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

厚さ

幅

３

土

木

工

事

共

通

編

２

一

般

施

工

６

一

般

舗

装

工

10 ２ 透水性舗装工

（表層工）

工事規模の考え方

中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層

用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該

当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規

模は小さいものの、管理結果を施工管理に反

映できる規模の工事をいい、同一工種の施工

が数日連続する場合が該当する。

コア採取について

橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷

を与える恐れのある場合は、他の方法による

ことが出来る。

維持工事においては、平坦性の項目を省略

することが出来る。

－3－9

透水性舗装工

（路盤工）

基準高▽ ±50

摘　要

３

土

木

工

事

共

通

編

２

一

般

施

工

６

一

般

舗

装

工

10 １

個々の測定値

（Ｘ）

平均の測定値

(X10)

中規模

以上

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

－

厚　さ

－10

－15

幅 －100

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

透水性舗装工

（路盤工）

－
基準高は片側延長40m毎に１ヶ所の割で測

定。

厚さは、片側延長200m毎に１ヶ所掘り起こ

して測定。

幅は、片側延長80m毎に１ヶ所測定。

ただし、幅は設計図書の測点によらず延長

80m以下の間隔で測定することができる。

※歩道舗装に適用する。

工事規模の考え方

 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層

用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該

当する。

　小規模工事とは、中規模以上の工事より規

模は小さいものの、管理結果を施工管理に反

映できる規模の工事をいい、同一工種の施工

が数日連続する場合が該当する。

コア採取について

　橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷

を与える恐れのある場合は、他の方法による

ことが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目を省略

することが出来る。

厚　さ

－10

－15

幅

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

工事規模の考え方

 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層

用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該

当する。

　小規模工事とは、中規模以上の工事より規

模は小さいものの、管理結果を施工管理に反

映できる規模の工事をいい、同一工種の施工

が数日連続する場合が該当する。

コア採取について

　橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷

を与える恐れのある場合は、他の方法による

ことが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目を省略

することが出来る。

測　　定　　箇　　所
個々の測定値

（Ｘ）

平均の測定値

(X10)

中規模

以上

規　格　値

測　　定　　基　　準

+50

-10

厚さあるい

は標高較差

+50

-10

+50

-15

厚さ －9 －3
幅は、片側延長80m毎に１ヶ所の割で測定。

厚さは、片側延長200m毎に１ヶ所コアを採

取して測定。

ただし、幅は設計図書の測点によらず延長

80m以下の間隔で測定することができる。

※歩道舗装に適用する。

工事規模の考え方

中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層

用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該

当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規

模は小さいものの、管理結果を施工管理に反

映できる規模の工事をいい、同一工種の施工

が数日連続する場合が該当する。

コア採取について

橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷

を与える恐れのある場合は、他の方法による

ことが出来る。

維持工事においては、平坦性の項目を省略

することが出来る。

透水性舗装工

（表層工）

基準高▽

透水性舗装工

（路盤工）

（面管理の場合）

工事規模の考え方

 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層

用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該

当する。

　小規模工事とは、中規模以上の工事より規

模は小さいものの、管理結果を施工管理に反

映できる規模の工事をいい、同一工種の施工

が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省略

することが出来る。

1．３次元データによる出来形管理において

「地上型レーザースキャナーを用いた出来

形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地

上移動体搭載型レーザースキャナーを用い

た出来形管理要領（案）」または「TS（ノ

ンプリズム方式）を用いた出来形管理要領

（舗装工事編）（案）」に基づき出来形管

理を実施する場合、その他本基準に規定す

る計測精度・計測密度を満たす計測方法に

より出来形管理を実施する場合に適用す

る。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と

して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て

の点で標高値を算出する。計測密度は１点

/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標

高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合

は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差

平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と

する。

※歩道舗装に適用する。

幅 －25 －

－100 －

±50

摘　要
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幅は、片側延長80m毎に１ヶ所の割で測定。

厚さは、片側延長200m毎に１ヶ所コアを採

取して測定。

※歩道舗装に適用する。

工事規模の考え方

 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層

用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該

当する。

　小規模工事とは、中規模以上の工事より規

模は小さいものの、管理結果を施工管理に反

映できる規模の工事をいい、同一工種の施工

が数日連続する場合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目を省略

することが出来る。

+50

-15

厚さあるい

は標高較差

+50

-10

+50

-15

基準高は片側延長40m毎に１ヶ所の割で測

定。

厚さは、片側延長200m毎に１ヶ所掘り起こ

して測定。

幅は、片側延長80m毎に１ヶ所測定。

※歩道舗装に適用する。

－

透水性舗装工

（路盤工）

（面管理の場合）

基準高▽

+50

-10

1．３次元データによる出来形管理において

「地上型レーザースキャナーを用いた出来

形管理要領（舗装工事編）」に基づき出来

形管理を実施する場合、その他本基準に規

定する計測精度・計測密度を満たす計測方

法により出来形管理を実施する場合に適用

する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と

して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て

の点で標高値を算出する。計測密度は１点

/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標

高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合

は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差

平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と

する。

※歩道舗装に適用する。



単位：mm 単位：mm

中規模

以上

小規模

以下

中規模

以上

小規模

以下

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

平均の測定値

(X10)

中規模

以上

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 測　　定　　箇　　所
個々の測定値

（Ｘ）

平均の測定値

(X10)

中規模

以上

規　格　値

測　　定　　基　　準 摘　要

透水性舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

厚さあるい

は標高較差
－20 －3

1．３次元データによる出来形管理において

「地上型レーザースキャナーを用いた出来

形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地

上移動体搭載型レーザースキャナーを用い

た出来形管理要領（案）」または「TS（ノ

ンプリズム方式）を用いた出来形管理要領

（舗装工事編）（案）」に基づき出来形管

理を実施する場合、その他本基準に規定す

る計測精度・計測密度を満たす計測方法に

より出来形管理を実施する場合に適用す

る。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と

して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て

の点で標高値を算出する。計測密度は１点

/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標

高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合

は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差

平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と

する。

※歩道舗装に適用する。

工事規模の考え方

中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層

用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該

当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規

模は小さいものの、管理結果を施工管理に反

映できる規模の工事をいい、同一工種の施工

が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略

することが出来る。
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10 ４1．３次元データによる出来形管理において

「地上型レーザースキャナーを用いた出来

形管理要領（舗装工事編）」に基づき出来

形管理を実施する場合、その他本基準に規

定する計測精度・計測密度を満たす計測方

法により出来形管理を実施する場合に適用

する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度と

して±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全て

の点で標高値を算出する。計測密度は１点

/m2（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標

高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合

は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差

平均値＋設計厚さから求まる高さとの差と

する。

※歩道舗装に適用する。

工事規模の考え方

中規模以上の工事は、管理図等を描いた上で

の管理が可能な工事をいい、基層および表層

用混合物の総使用量が3,000ｔ以上の場合が該

当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事より規

模は小さいものの、管理結果を施工管理に反

映できる規模の工事をいい、同一工種の施工

が数日連続する場合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目を省略

することが出来る。

透水性舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

厚さあるい

は標高較差
－20 －3



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

－15 －20 －5 －7 －15 －20 －5 －7

－50 －50 － － －50 －50 － －

－36 －45 －5 －7 －36 －45 －5 －7

－9 －12 －3 －4 －9 －12 －3 －4

－25 －25 － － －25 －25 － －

－20 －25 －3 －4 －20 －25 －3 －4

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

節 条 枝番 工　　　　　種
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

厚　　さ

幅

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡に１個の割でコアを採取して測
定。

グースアスファルト
舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

厚　　さ

摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

規　格　値

幅

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡に１個の割でコアを採取して測
定。
ただし、幅は設計図書の測点によらず延長
80m以下の間隔で測定することができる。

測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準

厚　　さ

幅

グースアスファルト
舗装工

（基層工）

工　　　　　種 測定項目

グースアスファルト
舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差
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編 章 測　　定　　箇　　所 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

厚　　さ

幅

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

コア採取について
 橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

 維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

編 章 節 条 枝番

グースアスファルト
舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡に１個の割でコアを採取して測
定。

グースアスファルト
舗装工

（基層工）

1．３次元データによる出来形管理において
「地上型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移
動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来
形管理要領（案）」または「TS（ノンプリズ
ム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事
編）（案）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度とし
て±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点/m2
（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値
＋設計厚さから求まる高さとの差とする。

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡に１個の割でコアを採取して測
定。
ただし、幅は設計図書の測点によらず延長
80m以下の間隔で測定することができる。

グースアスファルト
舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

コア採取について
 橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

 維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

1．３次元データによる出来形管理において
「地上型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移
動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来
形管理要領（案）」または「TS（ノンプリズ
ム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事
編）（案）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度とし
て±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点/m2
（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値
＋設計厚さから求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。
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工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

コア採取について
 橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

 維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

グースアスファルト
舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理において
「地上型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（舗装工事編）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規定する
計測精度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度とし
て±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点/m2
（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値
＋設計厚さから求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

コア採取について
 橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

 維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

グースアスファルト
舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理において
「地上型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（舗装工事編）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規定する
計測精度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度とし
て±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点/m2
（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値
＋設計厚さから求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。
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単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

節 条 枝番 工　　　　　種
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

規　格　値

測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 工　　　　　種 測定項目摘　要編 章 測　　定　　箇　　所 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

編 章 節 条 枝番

－7 －9 －2 －3 －7 －9 －2 －3

－25 －25 － － －25 －25 － －

－17 －20 －2 －3 －17 －20 －2 －3

±40 ±50 ±40 ±50

±90 ±90
+40
-15

+50
-15

±90 ±90
+40
-15

+50
-15

厚　　さ 厚　　さ

幅

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡毎に１個の割でコアを採取して測
定。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。
コア採取について
 橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。
 維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

グースアスファルト
舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

幅

平 坦 性 －

グースアスファルト
舗装工

（表層工）
幅

平 坦 性

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1000㎡毎に１個の割でコアを採取して測
定。
ただし、幅は設計図書の測点によらず延長
80m以下の間隔で測定することができる。
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－15

－

－45

１ コンクリート舗装工

（下層路盤工）

基準高▽ －

幅 －50

12

厚　　さ

－
工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。厚さは、個々の測定値が10個に9
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が10個未満の場合は測定値の平均値は
適用しない。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

基準高▽

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理において
「地上型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移
動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来
形管理要領（案）」または「TS（ノンプリズ
ム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事
編）（案）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度とし
て±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点/m2
（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値
＋設計厚さから求まる高さとの差とする。こ
の場合、基準高の評価は省略する。

－50

コンクリート舗装工

（下層路盤工）

基準高▽

厚　　さ －45 －15

－

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

コンクリート舗装工

（下層路盤工）

（面管理の場合）

基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割とし、道路
中心線および端部で測定。厚さは各車線200
ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして測定。幅は、延
長80ｍ毎に１ヶ所の割に測定。
ただし、幅は設計図書の測点によらず延長
80m以下の間隔で測定することができる。

工事規模の考え方
　中規模とは、1層あたりの施工面積
が2,000m2以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500t未
満あるいは施工面積が2,000m2未満。

1．３次元データによる出来形管理において
「地上型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移
動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来
形管理要領（案）」または「TS（ノンプリズ
ム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事
編）（案）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度とし
て±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点/m2
（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値
＋設計厚さから求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。
　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

厚さあるいは
標高較差

平 坦 性 －

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。
コア採取について
 橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。
 維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。
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工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。厚さは、個々の測定値が10個に9
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が10個未満の場合は測定値の平均値は
適用しない。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

基準高は延長40ｍ毎に１ヶ所の割とし、道路
中心線および端部で測定。厚さは各車線200
ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして測定。幅は、延
長80ｍ毎に１ヶ所の割に測定。

平 坦 性 －

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

グースアスファルト
舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

厚さあるいは
標高較差

1．３次元データによる出来形管理において
「地上型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（舗装工事編）」に基づき出来形管
理を実施する場合、その他本基準に規定する
計測精度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度とし
て±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点/m2
（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値
＋設計厚さから求まる高さとの差とする。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。
　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

グースアスファルト
舗装工

（表層工）

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下
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単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

節 条 枝番 工　　　　　種
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

規　格　値

測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 工　　　　　種 測定項目摘　要編 章 測　　定　　箇　　所 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

編 章 節 条 枝番

－25 －30 －25 －30

-55 -66

－25 －30 －25 －30

－55 －66

３
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12
－8

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして
測定。

－50 －

コンクリート舗装工

（セメント（石灰・
瀝青）安定処理工）

６
一
般
舗
装
工

12
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２ コンクリート舗装工

（粒度調整路盤工）
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－50

－8
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして
測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80m以下の間隔で測定することができ
る。

１．３次元データによる出来形管理において
「地上型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移
動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来
形管理要領(案)」または「ＴＳ（ノンプリズ
ム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事
編）（案）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度とし
て±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／m2
（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値
＋設計厚さから求まる高さとの差とする。こ
の場合、基準高の評価は省略する。

厚さあるい
は標高較差

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。厚さは、個々の測定値が10個に9
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が10個未満の場合は測定値の平均値は
適用しない。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

工事規模の考え方
　中規模とは、1層あたりの施工面積
が2,000m2以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500t未
満あるいは施工面積が2,000m2未満。

厚さあるい
は標高較差

1．３次元データによる出来形管理において
「地上型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移
動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来
形管理要領（案）」または「TS（ノンプリズ
ム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事
編）（案）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度とし
て±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点/m2
（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値
＋設計厚さから求まる高さとの差とする。こ
の場合、基準高の評価は省略する。

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
 厚さは、個々の測定値が10個に9個以
上の割合で規格値を満足しなければな
らないとともに、10個の測定値の平均
値（Ｘ10）について満足しなければな
らない。ただし、厚さのデータ数が10
個未満の場合は測定値の平均値は適用
しない。

コア採取について
 橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。

幅 －50 －

厚　　さ

コンクリート舗装工

（粒度調整路盤工）

厚　　さ

-8
コンクリート舗装工

（粒度調整路盤工）

（面管理の場合）

コンクリート舗装工

（セメント（石灰・
瀝青）安定処理工）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 ４

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12

６
一
般
舗
装
工

12２
一
般
施
工

コンクリート舗装工

（セメント（石灰・
瀝青）安定処理工）

（面管理の場合）

幅

６

－8

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1,000㎡に１個の割でコアを採取もしく
は掘り起こして測定。ただし、幅は設計図書
の側点によらず延長８０ｍ以下の間隔で測定
することができる。

－8

２
一
般
施
工

－

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。厚さは、個々の測定値が10個に9
個以上の割合で規格値を満足しなけれ
ばならないとともに、10個の測定値の
平均値（Ｘ10）について満足しなけれ
ばならない。ただし、厚さのデータ数
が10個未満の場合は測定値の平均値は
適用しない。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
 厚さは、個々の測定値が10個に9個以
上の割合で規格値を満足しなければな
らないとともに、10個の測定値の平均
値（Ｘ10）について満足しなければな
らない。ただし、厚さのデータ数が10
個未満の場合は測定値の平均値は適用
しない。

コア採取について
 橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1,000㎡に１個の割でコアを採取もしく
は掘り起こして測定。

－8

幅 －50 －

厚　　さ



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

節 条 枝番 工　　　　　種
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

規　格　値

測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 工　　　　　種 測定項目摘　要編 章 測　　定　　箇　　所 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

編 章 節 条 枝番

－9 -12 －9 -12

－20 －27

７

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12

幅 －25

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 4 コンクリート舗装工
（アスファルト中間
層）

厚　　さ

幅 －25 －

－3

８ コンクリート舗装工
（アスファルト中間
層）
（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理において
「地上型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移
動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来
形管理要領(案)」または「ＴＳ（ノンプリズ
ム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事
編）（案）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度とし
て±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／m2
（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値
＋設計厚さから求まる高さとの差とする。こ
の場合、基準高の評価は省略する。

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。

－3

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1,000㎡に１個の割でコアを採取して測
定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延
長80ｍ以下の間隔で測定することができる。

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
 厚さは、個々の測定値が10個に9個以
上の割合で規格値を満足しなければな
らないとともに、10個の測定値の平均
値（Ｘ10）について満足しなければな
らない。ただし、厚さのデータ数が10
個未満の場合は測定値の平均値は適用
しない。

コア採取について
 橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

－

－3
コンクリート舗装工
（アスファルト中間
層）

厚　　さ
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1,000㎡に１個の割でコアを採取して測
定。

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
 厚さは、個々の測定値が10個に9個以
上の割合で規格値を満足しなければな
らないとともに、10個の測定値の平均
値（Ｘ10）について満足しなければな
らない。ただし、厚さのデータ数が10
個未満の場合は測定値の平均値は適用
しない。

コア採取について
 橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

節 条 枝番 工　　　　　種
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

規　格　値

測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 工　　　　　種 測定項目摘　要編 章 測　　定　　箇　　所 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

編 章 節 条 枝番

±40 ±50 ±40 ±50

±90 ±90
+40
-15

+50
-15

±90 ±90
+40
-15

+50
-15

６
一
般
舗
装
工

12 ５ コンクリート舗装工

（コンクリート舗装
工）

コンクリートの
硬化後
3mプロフィル
メータ－により
機械舗設の場合
(σ)2.4mm以下
人力舗設の場合
(σ)3mm以下

目地段差 ±２

-10
厚さは各車線の中心付近で型枠据付後各車線
200ｍ毎に水糸又はレベルにより１測線当た
り横断方向に３ヶ所以上測定、幅は、延長80
ｍ毎に１ヶ所の割で測定。平坦性は各車線毎
に版縁から１ｍの線上、全延長とする。な
お、スリップフォーム工法の場合は、厚さ管
理に関し、打設前に各車線の中心付近で各車
線200m毎に水糸又はレベルにより1測線当た
り横断方向に3ヶ所以上路盤の基準高を測定
し、測定打設後に各車線200m毎に両側の版端
を測定する。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
 小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

幅

-25 ―

平 坦 性 ―

厚　　さ

隣接する各目地に対して、道路中心線及び端
部で測定。

厚　　さ

幅

-3.5
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12
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12 １１ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
下層路盤工

基準高▽ －
基準高は、延長40ｍ毎に１ヶ所の割とし、道
路中心線及び端部で測定。厚さは、各車線
200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして測定。幅
は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割に測定。ただ
し、幅は設計図書の測点によらず延長８０ｍ
以下の間隔で測定することができる。

厚　　さ －45

厚さは各車線の中心付近で型枠据付後各車線
200ｍ毎に水糸又はレベルにより１測線当た
り横断方向に３ヶ所以上測定、幅は、延長80
ｍ毎に１ヶ所の割で測定。平坦性は各車線毎
に版縁から１ｍの線上、全延長とする。な
お、スリップフォーム工法の場合は、厚さ管
理に関し、打設前に各車線の中心付近で各車
線200ｍ毎に水糸又はレベルにより１測線当
たり横断方向に３ヶ所以上路盤の基準高を測
定し、測定打設後に各車線200m毎に両側の版
端を測定する。ただし、幅は設計図書の測点
によらず延長80ｍ以下の間隔で測定すること
ができる。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
 小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

幅 -25 ―

平 坦 性 ―

コンクリートの
硬化後
3mプロフィル
メータ－により
機械舗設の場合
(σ)2.4mm以下
人力舗設の場合
(σ)3mm以下

目地段差 ±２
隣接する各目地に対して、道路中心線及び端
部で測定。

９ コンクリート舗装工

（コンクリート舗装
版工）

厚　　さ -10 -3.5
３
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木
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通
編
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工

平 坦 性 －

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

－22
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工

12 １０ コンクリート舗装工

（コンクリート舗装
版工）
（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理において
「地上型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移
動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来
形管理要領(案)」または「ＴＳ（ノンプリズ
ム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事
編）（案）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度とし
て±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／m2
（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値
＋設計厚さから求まる高さとの差とする。こ
の場合、基準高の評価は省略する。

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

厚さあるい
は標高較差
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12 １２ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
下層路盤工

（面管理の場合）

基準高▽
１．３次元データによる出来形管理において
「地上型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移
動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来
形管理要領(案)」または「ＴＳ（ノンプリズ
ム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事
編）（案）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度とし
て±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／m2
（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値
＋設計厚さから求まる高さとの差とする。こ
の場合、基準高の評価は省略する。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
 小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
 小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

－45 －15

基準高▽

幅
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12 ６ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
下層路盤工

基準高は、延長40ｍ毎に１ヶ所の割とし、道
路中心線及び端部で測定。厚さは、各車線
200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして測定。幅
は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割に測定。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
 小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

－50 －

－



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

節 条 枝番 工　　　　　種
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

規　格　値

測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 工　　　　　種 測定項目摘　要編 章 測　　定　　箇　　所 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

編 章 節 条 枝番

－25 －30 －25 －30

-55 -66

－25 －30 －25 －30

-55 -66
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－50 －

コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
セメント（石灰・瀝
青）安定処理工

－8
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1,000㎡に１個の割でコアを採取もしく
は、掘り起こして測定。ただし、幅は設計図
書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定
することができる。

１６ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
セメント（石灰・瀝
青）安定処理工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

-8

１５

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

12

－50幅

厚　　さ

－8

６
一
般
舗
装
工

12

12 コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
粒度調整路盤工

厚　　さ －8

幅

-8

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。
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施
工

１．３次元データによる出来形管理において
「地上型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移
動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来
形管理要領(案)」または「ＴＳ（ノンプリズ
ム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事
編）（案）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度とし
て±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／m2
（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値
＋設計厚さから求まる高さとの差とする。こ
の場合、基準高の評価は省略する。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。
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12 １４ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
粒度調整路盤工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理において
「地上型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移
動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来
形管理要領(案)」または「ＴＳ（ノンプリズ
ム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事
編）（案）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度とし
て±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／m2
（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値
＋設計厚さから求まる高さとの差とする。こ
の場合、基準高の評価は省略する。

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして
測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80m以下の間隔で測定することができ
る。

－

１３

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

厚　　さ －8

幅
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12 ７ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
粒度調整路盤工

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして
測定。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

－50 －
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12 ８ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
セメント（石灰・瀝
青）安定処理工

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1,000㎡に１個の割でコアを採取もしく
は、掘り起こして測定。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

－50 －



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

節 条 枝番 工　　　　　種
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

規　格　値

測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 工　　　　　種 測定項目摘　要編 章 測　　定　　箇　　所 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

編 章 節 条 枝番

－9 －12 －9 －12

-20 -27

厚さは、各車線の中心付近で型枠据付後各車
線200ｍ毎に水糸又はレベルにより１測線当
たり横断方向に３ヶ所以上測定、幅は、延長
80ｍ毎に１ヶ所の割で測定、平坦性は各車線
毎に版縁から１ｍの線上、全延長とする。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

－35

±2 目地段差

－

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

-32

隣接する各目地に対して、道路中心線及び端
部で測定。

－平 坦 性

19

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1,000㎡に１個の割でコアを採取して測
定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延
長80m以下の間隔で測定することができる。

幅 －25 －

１７ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
アスファルト中間層

転圧コンクリー
トの硬化後、3m
プロフィルメー
ターにより
(σ)2.4mm以
下。
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12 コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工） 厚　　さ

厚さは、各車線の中心付近で型枠据付後各車
線200ｍ毎に水糸又はレベルにより１測線当
たり横断方向に３ヶ所以上測定、幅は、延長
80ｍ毎に１ヶ所の割で測定、平坦性は各車線
毎に版縁から１ｍの線上、全延長とする。た
だし、幅は設計図書の測点によらず延長80m
以下の間隔で測定することができる。

幅 －35 －

－15

平 坦 性 －

転圧コンクリー
トの硬化後、3m
プロフィルメー
ターにより
(σ)2.4mm以
下。

目地段差

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。
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工
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工

12 １８ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
アスファルト中間層
（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

-3
１．３次元データによる出来形管理において
「地上型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移
動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来
形管理要領(案)」または「ＴＳ（ノンプリズ
ム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事
編）（案）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度とし
て±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／m2
（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値
＋設計厚さから求まる高さとの差とする。こ
の場合、基準高の評価は省略する。

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

厚　　さ

幅

厚　　さ －3

－25

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

幅

工事規模の考え方
 中規模とは、1層あたりの施工面積が
2,000㎡以上とする。
　小規模とは、表層及び基層の加熱ア
スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。
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12 20 コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
（面管理の場合）

±２

厚さあるい
は標高較差

-4.5
１．３次元データによる出来形管理において
「地上型レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移
動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来
形管理要領(案)」または「ＴＳ（ノンプリズ
ム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事
編）（案）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精度・計
測密度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精度とし
て±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての
点で標高値を算出する。計測密度は１点／m2
（平面投影面積当たり）以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高
値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合は、
直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値
＋設計厚さから求まる高さとの差とする。こ
の場合、基準高の評価は省略する。

平 坦 性
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12 ９ コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
アスファルト中間層

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、1,000㎡に１個の割でコアを採取して測
定。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

コア採取について
　橋面舗装等でコア採取により床版等
に損傷を与える恐れのある場合は、他
の方法によることが出来る。

　維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

－3

－

厚　　さ

隣接する各目地に対して、道路中心線及び端
部で測定。
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12 10 コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工） －15 －4.5



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

節 条 枝番 工　　　　　種
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

規　格　値

測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 工　　　　　種 測定項目摘　要編 章 測　　定　　箇　　所 測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

10個の測定値の
平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平均

編 章 節 条 枝番

±40 ±50 ±40 ±50

－25 －30 －25 －30
２
一
般
施
工

基準高は、延長40ｍ毎に１ヶ所の割とし、道
路中心線及び端部で測定。厚さは、各車線
200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして測定。幅
は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割に測定。ただ
し、幅は設計図書の測点によらず延長80m以
下の間隔で測定することができる。

－45 －15

幅 －50 －

基準高▽ －

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

幅

厚　　さ

基準高▽

厚　　さ －8 厚　　さ
３
土
木
工
事
共
通
編

６
一
般
舗
装
工

薄層カラー舗装工

（下層路盤工）

幅

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして
測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず
延長80m以下の間隔で測定することができ
る。

13 １

－45

－

６
一
般
舗
装
工

13 ２ 薄層カラー舗装工

（上層路盤工）
　粒度調整路盤工

－8

厚　　さ

幅 －50 －

基準高は、延長40ｍ毎に１ヶ所の割とし、道
路中心線及び端部で測定。厚さは、各車線
200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして測定。幅
は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割に測定。

工事規模の考え方
 中規模とは、１層あたりの施工面積
が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱アス
ファルト混合物の総使用量が500ｔ未
満あるいは施工面積が2,000㎡未満。
　厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

－50 －
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13 ２ 薄層カラー舗装工

（上層路盤工）
　粒度調整路盤工

幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起こして
測定。

－15

－50 －
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13 １ 薄層カラー舗装工

（下層路盤工）



単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要規　格　値 測　　定　　基　　準

浚渫船運転工

（グラブ浚渫船）
（バック ホウ 浚渫
船）

（面管理の場合）

平成２９年度 平成３０年度（改訂）

測　　定　　基　　準測　定　項　目

±0以下

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「音響測深機器を用いた出来形
管理要領（河川浚渫）（案）」、「施
工履歴ﾃﾞｰﾀを用いた出来形管理要領
（河川浚渫）（案）」に基づき出来形
管理を面管理で実施する場合、その他
本基準に規定する計測精度・計測密度
を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±100mmが含まれている。

３．計測は平場面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差を算出する。計測密度は１
点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

測　定　項　目 規　格　値

出来形管理基準及び規格値　新旧対照表

+400以下
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標高較差

平均値
個々の計測

値
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